
（
国
土
交
通
委
員
会
）

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
二
五

号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
を
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
を
尊
重
し

つ
つ
推
進
す
る
た
め
、
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
実
施
、
既
存
の
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
有
効
活
用
等
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
の
努
力
義
務
を
定
め
る
。

二
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
地
域
に
お
け
る
住
宅
に
対
す
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
基
本

的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

三
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
等
は
、
地
域
に
お
け
る
公
的
賃
貸
住
宅
等

の
整
備
等
に
関
し
必
要
と
な
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
地
域
住
宅
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
住
宅
に
対
す
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の

整
備
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
域
住
宅
計
画
」
と
い
う

）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。



五
、
国
は
、
地
域
住
宅
計
画
を
提
出
し
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
の
特
例
措
置
と
し
て
、
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
に
よ
り
新
た
に

整
備
す
べ
き
公
営
住
宅
の
戸
数
は
、
除
却
公
営
住
宅
の
入
居
者
戸
数
を
超
え
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
一
定
期
間

以
上
入
居
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
地
域
住

宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
に
一
定
期
間
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


